
西
歪歪~
日

諸

侯

の

秩

奉

「
初
皐
記
」
所
引
「
膏
故
事
」

の
解
揮
を
め
ぐ

っ
て

|
|
|藤

家

種

之

助

西
菅
の
田
制
や
税
制
を
論
ず
る
際
の
基
本
的
史
料
は
、
一
言
う
ま
で
も
な
く
、
青
書
食
貨
志
に
み
ら
れ
る
所
謂
声
調
式
の
記
載
で
あ
る
が
、
こ

れ
を
補
う
重
要
史
料
と
し
て
事
諸
先
皐
に
よ
っ
て
震
と
引
用
さ
れ
て
来
て
い
る
も
の
に、

初
皐
記
巻
二
十
七
賓
器
部
絹
第
九
所
引
「
菅
故
事
」

が
あ
る
。
周
知
の
も
の
で
あ
る
が
、
ま
ず
そ
の
全
文
を
掲
げ
る
と
、
次
一
の
如
く
で
あ
る
。

九
民
丁
課
田
夫
五
十
畝
牧
租
四
削
絹
三
疋
綿
三
斤
凡
麗
諸
侯
皆
滅
租
穀
畝
一
斗
計
所
減
以
増
諸
侯
絹
戸

一
疋
以
其
絹
鴛
諸
侯
秩
又
分
民
租

戸
二
斜
以
魚
侯
奉
其
絵
租
及
醤
調
絹
二
戸
三
疋
綿
三
斤
書
震
公
賦
九
品
相
通
皆
鞍
入
於
官
自
如
嘗
制

5.9ー

こ
の
文
の
訓
讃
と
解
穫
に
つ
い
て
の
私
見
は
、
の
ち
に
更
め
て
述
べ
る
こ
と
と
す
る
が
、
天
野
元
之
助
氏
も
述
べ
て
お
ら
れ
る
ご
と
旬、

こ

の
一
文
の
主
要
な
る
部
分
は
「
凡
属
諸
侯
:
:
:
」
以
下
の
文
で
あ
り
、

は
、
そ
の
た
め
の
前
文
の
役
割
を
果
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
前
段
の

「
凡
民
丁
課
田
夫
五
十
畝
牧
租
四
斜
絹
三
疋
綿
三
斤
」

の
逸
文
は
、
諸
侯
の
秩
奉
の
し徴
牧
方
法
に
つ

い
て
述
べ
よ
う
と
し
た
も
の
な
の
で
あ
り
、
音
書
食
貨
志
の
所
謂
戸
調
式
の
記
載
を
補
う
も
の
と
し
て
、
屡
ミ
引
用
さ
れ
て
来
た
冒
頭
の
部
分

(
凡
民
丁
課
田
夫
五
十
畝
牧
租
四
削
絹
三
疋
綿
三
斤
〉
は
、
そ
の
た
め
に
必
要
と
考
え
ら
れ
た
前
提
部
分
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、

こ
れ
を
、正
確
に
理
解
す
る
た
め
に
も
、
ど
う
じ
て
も
「
凡
属
諸
侯
:
:
:
」
以
下
の
主
文
の
正
確
な
る
把
握
が
不
可
依
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
こ
の
主
文
の
部
分
に
つ
い
て
の
解
穫
が
従
来
や
や
も
す
れ
ば
第
二
義
的
に
扱
わ
れ
て
来
た
も
の
の
よ
う
で
あ
り
、
ま
た
若
干
の
こ
の

つ
ま
り
こ
の

「
菅
故
事
」

1干9
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主
文
に
関
し
て
述
べ
ら
れ
た
諸
先
拳
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
遺
感
な
が
ら
納
得
の
い
き
か
ね
る
黙
が
多
い
。

「
初
皐
記
」
所
引
「
菅
故
事
」
の
解
樟
を
試
み
て
み
る
所
以
で
あ
る。

廿
西
晋
諸
侯
の
秩
奉
」
と
題
し
て
、

ま
ず
文
中
に
見
え
る
「
諸
侯
」

で
あ
る
が
、
周
知
の
よ
う
に
、
西
菅
に
は
五
等
爵
の
制
度
が
存
在
し
て
い
る
。
晋
書
巻
十
四
地
理
志
上
に

菅
文
帝
震
エ
文
王
「
命
=
斐
秀
等
(
建
ニ
立
五
等
之
制
吋

ま
た
三
園
志
親
書
巻
四
陳
留
王
紀
に

と
あ
り
、(

威
照
元
年
〉
夏
五
月
庚
申
、
相
園
晋
王
秦
-
一
復
五
等
爵
吋

と
記
し
て
い
る
の
が
そ
れ
で
、
競
晋
澗
譲
の
直
前
の
年
で
あ
る
威
照
元
年

G
宏
)
に
秦
建
さ
れ
た
、
こ

の
制
度
は
、
貧
際
上
は
専
ら
西
菅
時
代

に
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で

「諸
侯
」
と
い
う
語
に
は
、
同
姓
た
る
封
王
ゃ
、
五
等
諸
侯
の
う
ち
の
公
侯
の
み
を
意
味
す
る
場
合

- 60一

五
等
諸
侯
の
線
稽
の
意
義
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
解
し
て
お
く
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

但
し
、
諸
侯
の
う
ち
に
は
、
封
邑
は
興
え
ら
れ
ず
に
爵
の
名
稀
の
み
輿
え
ら
れ
た
も
の
も
あ
っ
た
が
、
こ
の
「
菅
故
事
」
逸
文
に
見
え
る
「
諸

侯
」
は
、
開
園
の

(
す
な
わ
ち
貰
際
の
封
邑
を
輿
え
ら
れ
た
)
公
侯
な
ど
の
五
等
諸
侯
の
謂
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら

「諸
侯
」
の
秩
奉
の
徴
枚
方

も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
最
も
一
般
的
な
用
法
と
し
て
、

法
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
が
、
こ
の
「
晋
故
事
」
逸
文
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

な
お
、
こ
れ
ら
諸
侯
の
品
秩
は
、
通
風
ハ
巻
三
十
七
職
官
十
九
の
「
五
日
官
ロ
問
」
に
よ
る
と
、

「
開
園
郡
公
豚
公
爵
」
が
第
一
品
で
あ
り

開

園
鯨
侯
伯
子
男
倭
」
は
第
二
品
と
さ
れ
て
い
る
。

次
に
、
諸
侯
に
輿
え
ら
れ
た
封
邑
と
、
そ
の
秩
奉
額
と
の
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
名
目
上
彼
ら
に
輿
え
ら
れ
た
封
戸
と
、
貧
際
に
彼
ら

が
食
ん
だ
封
戸
と
の
割
合
を
示
唆
す
る
、
い
く
つ
か
の
史
料
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
の
う
ち
、
ま
ず
三
つ
の
史
料
を
併
記
す
る
と
次
の
ご
と
く
で

あ
る
。



② 

菅
江
左
諸
園
、
設
三
分
食
レ
一
。
元
帝
太
輿
元
年
、
始
制
=
九
分
食
こ
。
(
宋
書
百
官
志
下
〉

太
康
元
年
、
卒
レ
果
。
:
:
:
而
江
左
諸
圏
、
誼
三
分
食
レ
一
。
元
帝
渡
レ
江
、
太
輿
元
年
、
始
制
ニ
九
分
食
こ
。

(
音
書

巻
四
十

① 

巻
十
四

地
理

志
上
)

③ 

諸
侯
並
三
分
食
レ
一
。
東
晋
元
帝
、
太
輿
元
年
、
始
置
-
ユ
ん
分
食
こ
。

(
通
典

巻
三
十

一

職
官
十
三

歴
代
王
侯
封
倭
の
項
)

こ
れ
ら
の
史
料
は
略
y
同
様
の
趣
旨
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
史
料
①
と
史
料
①
、

②
と
の
聞
に
は
重
要
な
相
違
黙
が
あ
る
。
す

み
忽

な
わ
ち
史
料
①
に
よ
れ
ば
、
「
諸
侯
は
並
三
分
し
て
一
を
食
む
。
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
東
菅
元
帝
の
太
輿
元
年

Q
5〉
以
前
、
つ
ま
り
西

菅
時
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の
諸
侯
が
「
三
分
食
ご
で
あ
っ
た
と
解
さ
れ
る
が
、
史
料
①
、
②
で
は
、
江
左
の
諸
園
が
み
な
コ
ニ
分
食
ご

で
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
黙
で
あ
る
。

ど
ち
ら
を
取
る
か
に
よ
っ
て
今
後
の
推
論
に
大
き
な
遣
い
が
生
れ
て
来
る
が
、

も
、
ま
た
史
料
①
、
②
の
一
致
か
ら
推
し
て
も
、

こ
ち
ら
の
方
の
記
載
を
と
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
場
合
は
や
は
り
そ
の
編
纂
年
代
の
古
さ
か
ら
考
え
て

つ
ま
り
通
典
の
記
載
は
、
宋
書
百
官
志
と
晋

- 61ー

室
蘭
地
理
志
の
記
載
に
よ
っ
て
、

「
江
左
」
の
二
字
を
補
っ
て
解
す
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

(
太
輿
元
年
以
前
の
〉
西
菅
時
代
の
江
左
の
諸
園
で

西
菅
時
代
に
江
左
以
外
の
諸
園
で
は
別
の
割
合
(
「
三
分
食
ご
以
外
の
割
合
〉
が
定
め
ら
れ

て
い
た
の
だ
が
、
江
左
に
お
い
て
は
例
外
的
に

コ
二
分
食
ご
の
制
を
定
め
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
東
菅
朝
、
が
起
り
、
江
左
を
主
た
る
範
圏
と

こ
の
地
の
割
合
を
「
九
分
食
ご
に
改
訂
し
た
、
と
解
さ
れ
よ
う。

然
り
と
す
れ
ば
、

さ
て
、

」
の
「
江
左
諸
園
」
で
あ
る
が
、

」
れ
は
勿
論
東
菅
時
代
の
諸
園
で
は
な
く
、

す
る
に
及
ん
で
、

西
晋
時
代
に
、

江
左
に
お
い
て
の
み
例
外
的
な
制
度
が
適
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う
の
は
、

言
う
ま
で
も
な
く
、

」
の
地
域
が
太
康
元
年

(Ng〉
の
卒
呉
の
結
果
、
初
め
て
西
菅
の
範
園
に
入
っ
た
特
別
行
政
地
帯
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。

」
の
黙
に
つ
い
て
は
、

例
え
ば
通
典
巻

一
百

瞳
六
十

周
喪
察
翠
議
に
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昆
陵
内
史
論
ニ
江
南
貢
翠
事
可
証
表
初
附
、
末
下
輿
一
一
筆
夏
一
同
一
却
貢
土
之
宜
、
興
=
中
圏
一
滋
異
。
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と
あ
る
の
を
見
て
も
、
初
め
て
西
菅
王
朝
に
附
し
た
江
南
に
お
い
て
は
、
中
原
と
は
異
っ
た
法
の
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
何
わ
れ
よ
う
。

さ
て
、
そ
れ
で
は
西
菅
時
代
、
江
左
以
外
の
諸
園
で
は
、
ど
の
よ
う
な
割
合
の
食
邑
の
制
が
行
な
わ
れ
て
い
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る

が
、
こ
の
黙
を
明
確
に
断
定
し
得
る
史
料
は
残
念
な
が
ら
検
出
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
東
晋
王
朝
創
建
嘗
初

(
太
輿
元
年
)
元
帝
が

「始
め
て

(
こ
れ
は
江
左
に
お
い
て
は

「始
め
て
」
と
解
さ
れ
よ
う
〉
こ
と
か
ら
考
え
て
、

九
分
食
一
を
制
し
た
」

「
九
分
食
ご
で
あ
っ
た
と
考
え
得

る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

つ
ま
り
本
土
の
制
を
江
左
に
持
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
い
。

な
お
、
こ
の
貼
に
閲
し
て
、

そ
の
一
部
を
掲
げ
る
と

菅
書
巻
三
十
三
、
鄭
沖
俸
に
載
せ
ら
れ
た
泰
始
六
年

(
町
。
)
の
詔
を
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

今

泰
始
六
年
詔
目
、
:
:
:
太
侍
欝
光
公
鄭
沖
、
太
保
朗
陵
公
何
曾
、
太
尉
臨
准
公
荷
額
、
各
向
徳
依
仁
、
明
允
篤
誠
、
翼
亮
先
皇
、
光
済
帝

業
。
故
司
空
博
陵
元
公
王
抗
、
衛
時
間
軍
鈍
卒
侯
羊
一
一
伸
、
才
粂
文
武
、

忠
粛
居
正
、
朕
甚
嘉
之
。

:
:
:
其
篤
蕎
光

・
朗
陵

・
臨
准

・
博
陵

・

鉦
卒
園
、
置
郎
中
令
。
偲
夫
人
世
子
印
綬
、
食
本
秩
三
分
之
一
。
皆
如
郡
公
侯
。

(
〔前
略
〕
:
:
:
其
れ
需
光

・
朗
陵

・
臨
准

・
博
陵
・

鉱
卒
園
に
(
矯
H
於
)
、
郎
中
令
を
置
か
ん
。
夫
人
世
子
に
印
綬
を
偲
し
、
本
秩
の

- 62ー

三
分
の
一
を
食
ま
し
め
ん
。
皆
郡
公
侯
の
如
く
せ
ん
。
〉

と
あ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
見
え
て
い
る
「
郎
中
令
」
と
は
、
瓦
日
書
巻
二
十
四
職
官
志
の

「
王
」
の
僚
に

有
=
郎
中
令
・
中
尉
・
大
農
吋
震
一二
ニ
卿
吋

と
あ
る
よ
う
に
、

本
来
は
王
園
に
置
か
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た。

通
典
巻
三
十
一
職
官
十
三
、
歴
代
王
侯
封
爵
の
項
の

「
公
侯
以
下
圏
、
官
属
遁
滅
。
」

「
王
園
」
の
僚
に

も
、
略
ヒ
同
様
の
記
載
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
通
典
で
は
そ
の
下
文
に

と
記
し
、

」れ
に
註
を
加
え
て

音
書
目
、
詔
、
以
ニ
喜
光
公
鄭
沖
、
及
朗
陵
公
何
曾
園
「
皆
置
-
一郎
中
令
吋

名
の
創
業
の
老
臣
の
園
に

と
記
し
て
い
る
。

こ
の
記
載
を
併
せ
見
れ
ば

一
一
層
明
ら
か
な
よ
う
に
、
泰
始
六
年
の
詔
の
意
園
す
る
と
こ
ろ
の
第

一
の
も
の
は
、

、鄭
沖
以
下
五

(
鯨
公
侯
た
る
彼
ら
の
園
に
|

|
後
述
|
|
〉
、
郎
中
令
を
置
く
こ
と
を
特
に
認
め
よ
う
と
し
た
こ
と
と
解
さ
れ
よ



う
と
こ
ろ
で
、

」
の
詔
の
後
段
の

「
食
本
秩
三
分
之
↑
」

諸
侯
の
食
邑
の
制
が

を
以
て
鄭
沖
以
下
の
五
公
侯
に
食
ま
し
め
た
も
の
と
考
え
、

@
 

コ
ニ
分
食
ご
で
あ
っ
た
と
考
え
る
根
擦
の
一
つ
と
さ
れ
る
見
解
が
あ
る
が
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
は

。鄭
沖
ら
の
夫
人
世
子
に
印
綬
を

偲
し
、
彼
ら
(
鄭
沖
ら
)
の
受
く
べ
き
本
来
の
秩
奉
の
三
分
の

一
に
あ
た
る
額
を
そ
の
夫
人
世
子
に
食
ま
し
め
よ
う
。
と
し
た
も
の
と
理
解
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
本
戸
の
三
分
の
ご
で
は
な
く
、
「
本
秩
の
三
分
の
ご
と
記
さ
れ
て
い
石
黙
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

な
お
末
尾
の
「
皆
如
郡
公
侯
」
で
あ
る
が
、
書
光
・
朗
陵
・
臨
准
・
鉦
卒
の
四
つ
は
と
も
に
「
鯨
」
で
あ
り

(
臨
准
は
の
ち
郡
に
な
っ
て
い

る
が
泰
始
中
は
ま
だ
厭
で
あ
る
。
|
|
音
書
地
理
志
ト
1
l
〉
、
博
陵
の
み
蘇
で
は
な
い
が
、
菅
書
巻
三
十
九
王
況
停
に

・
:
封
ニ
博
陵
郡
公
「
固
譲
不
レ
受
。
乃
準
レ
霞
鶏
-
一
回
川
公
「
邑
千
八
百
戸
。

と
あ
る
の
を
見
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
鄭
沖
ら
玉
名
は
す
べ
て
こ
の
時
黙
(
泰
始
六
年
)
で
は
牒
公
侯
で
あ
っ
た
(
但
し
王
況
は
す
で
に
泰

始
二
年
に
亮
じ
、
庶
子
で
あ
っ
た
凌
が
嗣
い
で
い
る
〉
。
こ
れ
ら
鯨
公
侯
た
る
鄭
沖
ら
に
劃
し
、
「
郡
公
侯
の
如
き
」
待
遇
を
興
え
よ
う
と
い
う

の
が
、
こ
の
詔
の
末
尾
の
一
句
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
(
前
述
の
王
況
は
迭
葬
の
際
郡
公
の
扱
い
を
受
け
た
と
音
書
王
況

@
 

俸
に
あ
る
〉
。
郎
中
令
の
件
に
し
て
も
、
夫
人
世
子
に
本
秩
の
三
分
の
一
を
食
ま
し
め
る
件
に
し
て
も
、
ま
た
郡
公
侯
待
遇
の
問
題

- 63-

つ
ま
り

広
し
で
も
、
す
べ
て
創
業
の
功
臣
を
報
償
す
る
た
め
の
特
例
措
置
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
考
え
る
私
は
、
江
左
以
外
の
本
土
に
お
い
て
も
「
三
分
食
ご
の
制
が
行
な
わ
れ
て
い
た
と
す
る
見
解
に
は
輿
し
難

い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
は
別
に
「
十
分
食
ご
の
制
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
史
料
が
見
出
さ
れ
る
。

菅
書
巻
三
武
帝
紀
、
泰
始
二
年
二
月
の
篠
に
、

詔
日
、
五
等
之
封
、
皆
録
蓄
動
。
本
負
師
肺
侯
者
、
停
封
次
子
、
魚
亭
侯
。
帰
郷
侯
震
関
内
侯
。
亭
侯
魚
開
中
侯
。
皆
食
本
戸
十
分
之

一
。

(
詔
し
て
日
く
、
・
五
等
の
封
は
皆
奮
動
を
録
す
。
本
勝
侯
震
る
者
は
、
封
を
次
子
に
俸
へ
、
亭
侯
と
痛
さ
ん
。
郷
侯
爵
る
は
関
内
侯
と
信
用

さ
ん
。
亭
侯
は
開
中
侯
と
魚
さ
ん
。
皆
本
戸
の
十
分
の
一
を
食
ま
し
め
ん
、
と
。
〉
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と
あ
る
の
が
そ
れ
で
ぺ
こ
れ
は
西
菅
初
期
に
、

「
十
分
食
一
」

の
制
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
明
瞭
な
史
料
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

た

だ、

'こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、

亭
侯

・
関
内
侯

・
開
中
侯
に
つ
い
て
で
あ
っ
て
、
通
典
巻
三
十
七
職
官
十
九
秩
品
二
の
「
菅
官
品
」
の

項
に
よ
る
と
、

亭
侯
は
第
五
品
、

関
内
侯
は
第
六
口
問
で
あ
り
、

開
中
侯
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
べ

恐
ら
く
第
七
品
で
あ
ろ
う
と
想
像
さ
れ

る

つ
ま
り
、
す
べ
て
秩
品
の
低
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
私
は
、
先
に
述
べ
た
「
九
分
食
ご
の
制
と
、
こ

の

「
十
分
食
ご
の
制
の
在
存
と
を
考
え
あ
わ
せ
、
品
秩
の
高
い
諸
侯
と
低
い
も

の
と
で
は
、
食
邑
の
制
の
割
合
に
差
が
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
そ
れ
で
は
そ
の
差
は
、
品
秩
の
ど
の
あ
た
り
に
境
界
線
を
置
い
て

設
け
た
も
の
で
あ
る
の
か
。

五
等
諸
侯
の
う
ち
、
開
園
公
の
み
は
品
秩
第
一
で
あ
り
、
他
の
侯
伯
子
男
震
は
す
べ
て
品
秩
第
二
で
あ

っ
た
こ
と
を
先
に
見
た
が
、
こ
の
こ

の
ち
に
詳
述
す
る
諸
侯
の
秩
奉
の
計
算
方
法
と
を
考
え
併
せ
て
、
こ
の
間
に
境
界
線
を
敷
き
、
品
秩
第

一
の
開
園
公
は
「
九
分
食

ご
、

品
秩
第
二
以
下
の
も
の
が

「
十
分
食

ご

の

制
だ

っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と

一
一
際
考
え
て
お
き
た
い
。

ん」ル」、
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次
に
諸
侯
の
封
戸
数
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
太
平
御
覧
省

一
百
九
十
九

封
建
部
二
公
封
の
項
に
魂
志
を
引
い
て

成
照
元
年
、
相
園
晋
王
奏
ニ
建
五
等吋

諸
公
地
方
七
十
五
里
。
邑
一

千
八
百
戸
。
置
ニ相
一
人
、
典
悶
・
奥
書

・
典
衛

・
典
雄
各

一
人
、
妾

六
人
、
車
前
司
馬
十
人
、
校
賞
四
十
人
吋

と
あ
り
、
品
秩
第

一
の

「
諸
公
」

の
場
合
、

一
千
八
百
戸
が
封
戸
の
標
準
数
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
先
に
翠
げ
た
音
書
王
況
俸
に

乃
進
レ
爵
信
用
目一服
公
「
邑
千
八
百
戸
。

と
あ
り
、

ま
た
他
に
も

武
帝
践
群
。
進
レ
昏
震
レ
公
。
食
ニ
邑
一
千
八
百
戸
叶
(
音
書

奔
ニ
太
尉
寸
準
レ爵
潟
レ
公
。
食
=
邑
千
八
百
戸
寸
(
芳
書

巻
三
十
九

萄
額
俸
〉

巻
三
十
三

何
曾
停
〉



な
ど
と
あ
る
の
は
、
こ
乱
こ
と
を
裏
付
け
る
史
料
で
あ
る
。

ま
た
「
諸
侯
」
(
開
園
鯨
侯
〉
の
場
合
は
同
じ
く
太
卒
御
賢
巻

一
百
九
十
九
に
貌
志
を
引
い
て

叉
威
照
元
年
、
菅
王
奏
ニ
建
五
等
吋
諸
侯
地
七
十
里
。
邑
千
六
百
戸
。
官
属
同
ニ
諸
公
吋
妾
五
人
、
車
前
司
馬
入
人
、
既
責
三
十
六
人。

と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
千
六
百
戸
が
封
戸
の
標
準
敷
で
あ
っ
た
。
音
書
巻
三
十
三
王
鮮
俸
に

五
等
立
。
封
ニ
惟
陵
侯
「
邑
一
千
六
百
戸
。

と
あ
る
の
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
そ
の
他
の
五
等
諸
侯
に
つ
い
て
も
、
太
卒
御
賀
、
封
建
部
二

の
「
伯
封
」

れ
ぞ
れ
貌
志
を
引
い
て

「
子
封
」

「
男
封
」

の
項
に
、
そ

威
照
元
年
春
、
菅
王
奏
ニ
建
五
等
吋
伯
地
方
六
十
里
。
邑
千
二
百
戸
。
妾
四
人
、

車
前
司
馬
入
人
、
放
責
二
十
八
人。

威
照
元
年
、
相
園
菅
王
奏
-
主
等
吋
諸
子
地
方
五
十
里
。

邑
入
百
戸
。
相
一
人
、
典
詞
令
・
奥
書
丞
・
典
衛
丞
各
一
人
、
妾
三
人、

車
前

司
馬
四
人
、

放
賞
二
十
人
。

威
照
元
年
、
相
園
菅
王
奏
エ
建
五
等
吋
男
地
方
三
十
五
里
。

邑
四
百
戸
。

人
、
旗
責
十
二
人
。
又
次
園
男
、
方
二
十
五
里
。
邑
二
百
戸
。

と
あ
る
よ
う
に
、
封
戸
の
標
準
教
が
差
等
を
つ
け
て
定
め
ら
れ
て
い
柄
。

相
一
人
、
典
洞
長
、
典
書
丞
各
一
人
、
妾
二
人
、

車
前
司
馬

- 65ー

さ
て
、
そ
こ
で
、
前
述
の
食
邑
の
制
(
九
分
食
一
、
及
び
十
分
食
一
の
制
〉
と
、
こ
れ
ら
の
封
戸
数
と
を
結
び
つ
け
て
、
貫
際
に
諸
侯
の
秩

奉
の
源
泉
と
な

っ
た
戸
敷
を
想
定
し
て
み
る
と
、
品
秩
第
一

の
「
諸
公
」
(
豚
公
)
の
場
合
は
、
千
八
百
戸
の
九
分
の
一
で
あ
る
か
ら
二
百

戸
。
「
諸
侯
」
(
豚
侯
〉
は
千
六
百
戸
の
十
分
の
一
で
百
六
十
戸
と
な
ろ
う
。
同
様
に
し
て
ぜ
豚
伯
は
百
二
十
戸
、
豚
子
は
八
十
戸
云
々
と
い

う
こ
と
に
な
る
(
こ
う
い
う
考
え
方
と
は
別
に
、
一
定
の
租
調
を
全
封
戸
か
ら
徴
牧
し
、

そ
の
穂
計
の
九
分
の

て

若
し
く
は
十
分
の

一
を
食

ん
だ
と
い
う
考
え
方
も
で
き
よ
う
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
初
皐
記
所
引
「
菅
故
事
」
の
内
容
か
ら
類
推
し
て
、
寅
際
の
徴
牧
は
こ
の
よ
う

185 
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に
、
封
戸
の
内
の
特
定
の
「
貫
封
戸
」
と
も
い
う
べ
き
も
の
か
ら
、
諸
侯
の
秩
奉
に
充
て
る
べ
き
租
調
を
徴
牧
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る)。

次
に
、
こ
れ
ら
の
二
百
戸
、
百
六
十
戸
、
或
い
は
百
二
十
戸
云
々
と
い
う
戸
数
(
貫
封
戸
)
と
、
初
閉
山
干
記
所
引
「
晋
故
事
」
に
示
さ
れ
た
秩

奉
の
徴
牧
方
法
と
を
結
び
つ
け
て
、
諸
侯
の
秩
奉
額
を
算
出
し
て
み
る
と
、
ど
の
よ
う
な
額
に
な
る
で
あ
ろ
う
か。

こ
の
推
論
に
入
っ
て
い
く
た
め
に
、
こ
こ
で
初
摩
記
巻
二
十
七
賓
器
部
絹
第
九
所
引

「
亙日
故
事
」
に
つ
い
て
、
そ
の
訓
讃
と
解
穫
を
試
み
た

い
が
、
冒
頭
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ

の
「
菅
故
事
」
逸
文
は
諸
先
皐
に
よ
っ
て
屡
ミ
引
用
さ
れ
、
様
々
な
解
樟
が
試
み
ら
れ
て
き
た
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
ら
の
う
ち
の
代
表
的
見
解
に

つ
い
て
は
、
奮
稿
(
「
西
菅
の
田
制
と
税
制
」
)
に
お
い
て
採
り
上
げ
、

雑
駁
な
要
約
を
さ
せ
て

い
た

だ
い
た
が
、
今
、
論
旨
を
分
明
に
す
る
た
め
に
、
再
び
諸
説
の
要
約
を
列
撃
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

r、、

、-..../

こ
の
史
料
を
初
め
て
引
用
さ
れ
た
吉
田
虎
雄
氏
は
「
凡
民
丁
謀
回
、
・
:
:
以
魚
侯
奉
」
ま
で
を
課
回
に
つ
い
て
の
規
定
と
考
え
ら

れ
、
課
田
の
田
租
は
五
十
畝
を
割
り
嘗
て
ら
れ
た
丁
男
か
ら
莱
四
削
を
徴
牧
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
但
し
、
諸
侯
の
封
園
内
の
課
回
の

田
租
は
一
畝
に
つ
き
一
升
(
「
皆
滅
租
穀
畝
一
斗
」
の
一
斗
は

一
升
の
誤
字
と
し
て
お
ら
れ
る
)

を
減
じ
、

す
な
わ
ち
丁
男
か
ら
は
五
斗
を
減

- 66一

じ、

そ
の
代
り
そ
の
家
の
戸
調
の
絹
一
匹
を
除
計
に
取
り
、
そ
の
絹
を
諸
侯
の
奉
緑
に
あ
て
、

の
全
牧
入
額
か
ら
二
戸
首
り
二
朗
、
す
な
わ
ち
二
高
戸
の
園
な
ら
ば
四
蔦
削
、

ま
た
(
諸
侯
の
封
闘
に
お
け
る
課
回
の
)
田
租

一
蔦
戸
の
園
な
ら
ば
二
高
酬
を
わ
け
て
、
こ
れ
を
も
諸
侯
の
奉

時
に
あ
て
た
の
で
あ
る
と
さ
れ
た
。

「
其
除
租
及
奮
調
:
:
:
」
以
下
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
占
回
規
定
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
が
、
占
田
の
田

租
は
曹
貌
時
代
の
畝
税
四
升
の
ま
ま
で
、

(
但
し
そ
の
こ
と
は
こ
の
文
に
は
明
記
せ
ず
)
戸
調
は
曹
貌
の
時
よ
り
も
増
し
て
絹
三
疋

・
綿
三
斤

⑤
 

と
し
、
こ
の
田
租

・
戸
調
は
全
部
中
央
政
府
の
牧
入
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る。

f、、

'-ノ

こ
れ
に
射
し
西
嶋
定
生
氏
は
、
吉
田
氏
の
読
を
誤
り
で
あ
る
と
さ
れ
、
「
凡
民
丁
課
回
:
:
:
」
-以
下
が

一
文、

「
凡
属
諸
侯
:
:
:
」

以
下
が
ま
た
一
文
と
解
し、

前
者
は
課
回
の
租
調
の
規
定
、
後
者
は
諸
侯
の
封
圏
内
の
民
の
回
税

・
戸
調
の
規
定
と
解
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
し

田
租
四
斜
と
絹
三
疋
綿
三
斤
が
賦
課
さ
れ
た
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
な
お

「
皆
滅
租
穀
畝

一
斗
」
の
一
斗
昨
、
吉
田

て
課
回
五
十
畝
に
劉
し、



一
升
の
誤
り
と
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
南
氏
ら

η
見
解
の
ご
と
く
、

課
回
五
十
畝
に
つ
き
租
西
斜
な
ら
ば
畝
税
八
升
と
い
。う
こ
と
に
な

「
畝
ご
と
に
一
斗
を
減
、す
」
こ
と
は
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
ろ
う。

ま
た
、
「
奮
調
絹
二
戸
三
疋
」
の
コ

一
」
は
街
字
、
「
書
矯
公
賦
」

の

@
 

書
は
壷
の
誤
り
で
は
な
い
か
と
疑
っ
て
お
ら
れ
る
。

氏
同
様
、

り

「
凡
民
丁
課
回
、

夫
五
十
畝
、
牧
租
四
剤
、

絹
三
疋
、
綿
三
斤
。
L

租
凶
削
」
を
、
課
田
五
十
畝
と
占
田
百
畝
の
南
方
に
か
け
て
理
解
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
占
回
二
戸
百
畝
(
男
子
一
人
占
回
七
十
敵
、
女
子
三

十
畝
〉
の
田
租
は
曹
操
の
畝
四
升
の
田
租
を
適
用
す
れ
ば
四
餅
と
な
り
、
「
牧
租
四
朗
」

と

一
致
す
る
、
と
さ
れ
る
。
一
方
、
課
回
の
場
合
は
、

丁
男
夫
婦
の
課
回
(
計
七
十
畝
)
で
二
斜
八
斗
の
租
と
な
り
、
こ
れ
で
は
官
田
耕
作
の
方
が
占
田
に
比

「
課
困
者
に
は
戸
調
の
負
携
が
な
い
代
り
に
、
租
は
占
回
の
場
合
の
倍
額
、
す
な
わ
ち
毎
畝
八
升
の

(
一
ニ
)

鈴
木
俊
氏
は
主
と
し
て
冒
頭
の

に
つ
い
て
検
討
さ
れ
、

牧

占
固
と
同
じ
く
敵
税
四
升
と
す
れ
ば
、

し
て
絵
り
に
も
低
過
ぎ
る
の
を
疑
わ
れ
、

割
合
」
で
徴
牧
し
た
と
さ
れ
、
了
男
の
課
回
五
十
畝
に
針
し
。「
租
四
割
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
菅
故
事
逸
文

の
記
載
に
つ
い
て
、
最
初
は
仰
「
九
民
丁
課
回
、
夫
五
十
敵
、
牧
租
四
朗
」
制
「
凡
占
田
百
畝
、
収
租
四
斜
、
絹
三
疋
、
綿
三
斤
」
と
で
も
あ

っ
た
の
を
、
刊
か
ら
「
収
租
四
斜
」
を
、
制
か
ら
「
凡
占
田
百
畝
」
を
除
い
て
、
こ
の
二
文
を
、
簡
単
に
結
び
つ
け
て
し
ま
っ
た
の
で
は
あ
る

①
 

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
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ま
い
か
、

(四
一)

占
田
制
と
は
形
式
的
な
田
畝
占
有
権
の
承
認
に
過
ぎ
ず
、
従
っ
て
占
田
・
課
田
制
の
賓
態
は
、
人
民
に
劃
す
る
督
課
耕
田
た
る
課

田
制
に
あ
り
と
す
る
唐
長
靖
氏
は
、
課
目
玉
十
畝
を
占
田
規
定
七
十
畝
の
中
に
含
め
て
理
解
し
て
お
ら
れ
る
が
、
田
租
に
つ
い
て
は
、
こ
の
菅

故
事
逸
文
か
ら
、
課
田
五
十
畝
を
基
礎
と
し
た
、
按
丁
徴
収
の
租
四
餅
で
あ
っ
た
と
し
て
お
ら
れ
る
。
従
っ
て
戸
租
は
(
丁
女
の
租
を
李
雄
の

巴
萄
の
制
の
ご
と
く
丁
男
の
牢
ば
、
す
な
わ
ち
二
削
と
し
、
且
つ
一
夫

一
婦
を
以
て

二
戸
と
す
る
な
ら
〉
六
斜
と
な
り
、

「
そ
の
う
ち
の
二
斜

を
分
っ
て
以
て
侯
の
奉
と
矯
す
(
分
民
租
戸
二
削
以
矯
侯
奉
ど
の
は
、
一
-
一
分
食
一
の
制
(
氏
は
先
に
引
用
し
た
、
逼
典
巻
町
品
職
官
日
歴
代
王

侯
封
爵
の
項
の
「
諸
侯
並
三
分
食
一
:
:
:
」
の
記
載
に
よ

っ
て
、
西
菅
の
封
園
に
お
い
て
は
、
三
分
食
一
の
制
が
行
な
わ
れ
て
い
た
と
考
え
て

お
ら
れ
る
)
と
符
合
す
る
と
、
述
べ
て
お
ら
れ
る
(
但
し
石
勤
の
制
の
ご
と
く
、
按
戸
徴
収
の
租
が
存
在
し
た
こ
と
を
示
す
史
料
の
あ
る
こ
と

187 
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な
ど
か
ら
、
軽
率
に
断
定
す
る
こ
と
は
避
け
て
お
ら
れ
る
が
:
::〉。

や
は
り

「
斗
」
を
「
升
」
の
靴
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
、
ま
た
「
蓄
調
絹
二
戸
三
疋
、
綿
三
斤
」
に
つ
い
て
は
、
甚
だ

街
字

、

解
し
難
い
と
し
な
が
ら
も
註
に
お
い
て
、
或
い
は
こ
れ
は
「
奮
調
絹

(
二
)
戸
二
疋
、
綿
二
斤
」
の
誤
り
で
あ
ろ
う
か
と
述
べ
て
お
ら
れ
る。

@
 

三
分
食
一
の
制
と
関
連
ず
け
て
、
綿
も
ま
た
三
斤
の
う
ち

一
斤
を
食
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

越
智
重
明
氏
は
、
こ

の
逸
文
を
め
ぐ
っ
て
詳
細
に
論
じ
ら
れ
た
が
、
氏
は
ま
ず
、
占
田
は
私
回
の
耕
作
、
課
田
は
奮
屯
団
地

(
官

な
お
文
字
に
つ
い
て
は
、

(
五
〉

田〉

の
耕
作
と
い
う
見
地
に
立
っ
て
、

「
凡
民
丁
課
田
:
:
:」

以
下
を
課
回
戸
に
劃
す
る
規
定
、

「
凡
属
諸
侯
・:・
:
」
以
下
を
占
回
戸
の
う
ち

諸
侯
に
属
す
る
も
の
に
劃
す
る
規
定
と
考
え
て
お
ら
れ
る
。
そ
の
租
調
は
、
占
田
の
戸
の
場
合
、
(
私
田
七
十
畝
と
し
て
〉

租
H
粟
二
削
入
斗
、

調
H
絹
三
匹
綿
三
斤
及
び
質
産
に
醸
じ
た
も
の
。
課
田
戸
の
場
合
は
、
(
一
丁
男
、
課
田
五
十
畝
と
し
て
)
租
H
栗
田
制
絹
三
匹
綿
三
斤、

戸

調
H
絹
三
匹
綿
三
斤
及
び
貨
産
に
麿
じ
た
も
の
が
課
さ
れ
た
、
と
さ
れ
て
い
る
。

ご

升

×
七

O
(畝
)
H
七
斗
」

(
斜
は
斗
の
諜
り
)
で
あ
る
。
従
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れ
る
の
は
、

氏
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
封
戸
の
出
す
べ
き
租
は
(
畝
嘗
り
四
升
と
恒
定
し
て
)

(
斗
は
升
の
誤
り
〉
で
あ
り
、
奉
に
廻
さ
れ
る
の
は
コ
一
斗
」

「
二
創
八
斗
」
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
諸
侯
の
秩
に
あ
て
ら

お
ら
れ
る
の
で
、

っ
て
秩

・
奉
の
合
計
は
自
ら
「
七
斗
+
二
斗
H

九
斗
」
と
な
る
。
氏
は
唐
氏
同
様
、
三
分
食

一
の
制
が
行
わ
れ
て
い
た
と
す
る
見
解
を
採
っ
て

。
九
斗
の
三
倍
は
二
削
七
斗
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
誤
差
は
(
二
割
八
斗
に
比
し
〉
僅
か
に
な
る
多
と
述
べ
て
、

自
説
の
検
謹

と
し
て
お
ら
れ
る
。

な
お
氏
の
計
算
に
よ
れ
ば
、
千
八
百
戸
の
賂
公
の
秩
奉
額
は
「
九
斗
×
一
八

O
O
」
で
ご
六
二

O
削
」
と
な
る
、

@
 

と
し
て
お
ら
れ
る
。

今
、
こ
れ
ら
諸
先
皐
の
高
見
に
一
々
反
論
す
る
煩
は
避
け
さ
せ
て
い
た
だ
く
が
、
唯
、
共
通
し
て
こ
の
逸
文
中
の
重
要
な
語
句
に
つ
い
て
の

訂
正
が
塵
ヒ
見
ら
れ
る
こ
と
に
、
些
か
疑
念
を
抱
く
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
諸
先
皐
の
す
べ
て
が
「
皆
減
租
穀
畝

一
斗
」
の
「
斗
」
を

ま
た
「
嘗
調
絹
二
戸
三
疋
」
の
コ
ご
を
街
字
と
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
越
智
氏
の
場
合
は
「
叉
分
民
租
一
P
二
削
」
の
「
斜
し

「
升
」
と
訂
さ
れ
、
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可
斗
」
の
喪
り
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

か
く
の
如
き
改
饗
は
い
か
が
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
惇
承
さ
れ
た
史
料
品
、
能
-う
限
り
忠
貫

に
理
解
す
る
べ
く
努
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

私
見
で
は
こ
の
一
文
は
次
の
よ
う
に
訓
讃
す
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

凡
民
丁
課
田
、
夫
五
十
徹
。
収
租
四
剤
、
絹
三
疋
、
綿
三
斤
n

凡
属
諸
侯
、
皆
減
租
穀
敵

一
斗
。
計
所
減
、
以
増
諸
侯
。
絹
戸

一
疋
、
以

(
三
之
二
?
)

其
絹
震
諸
侯
秩
。
又
分
民
租
戸
二
斜
、
以
震
侯
奉
。
其
儀
租
及
嘗
調
絹
二
戸
三
疋
、
綿
三
斤
、
書
震
公
賦
。
九
品
相
通
、
皆
轍
入
於
官
。

自
如
奮
制
。

(
凡
そ
民
丁
は
田
を
課
す
る
こ
と
、
夫
ご
と
に
五
十
畝
な
り
。
租
四
剤
、
絹
三
疋
、
綿
三
斤
を
収
む
。
凡
そ
諸
侯
に
属
す
る
は
、
皆
租
穀

畝
ご
と
に
一
斗
を
減
、
ず
。
減
ず
る
所
を
計
り
、
以
て
諸
侯
を
増
す
。
絹
戸
ご
と
に
一
疋
、
其
の
絹
を
以
て
諸
侯
の
秩
と
篤
す
。
叉
民
の
租

戸
ご
と
に
二
餅
を
分
ち
、
以
て
侯
の
奉
と
矯
す
。
其
の
儀
の
租
び
奮
調
絹
三
之
ニ
疋
(
二
戸
三
疋
は
三
之
二
疋
の
誤
り
な
ら
ん
)
、
綿

三
斤
は
、
書
き
び
公
賦
と
篤
す
。
九
品
相
通
し
、
皆
官
に
職
入
す
。
自
ら
奮
制
の
如
し
。
)

私
は
冒
頭
の

併
記
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

「
九
民
丁
課
田
、
夫
五
十
畝
。
収
租
四
斜
、
絹
三
疋
、
綿
三
斤
。
」

を
、
課
田
規
定
と
、
占
田
を
基
と
し
た
税
制
(
租
調
〉
の

n
H
d
 

n
b
 

(
菅
書
食
貨
志
の
「
男
子
一
人
占
回
七
十
畝
、
女
子
三
十
畝
。
其
外
、

丁
男
課
田
五
十
敵
、
:
:
:
」

と
い
う
篠
文
や
、
こ

の
菅
故
事
逸
文
の

「
凡
民
丁
課
田
:
:
:
」
と
い
う
記
載
の
仕
方
な
ど
か
ら
見
て
、

嘗
時
、

庶
民
の
聞
に

「課
田
戸
」

「
占
回
戸
」

と
い
う
よ
う
な
巨
別
は
な

く
、
課
回
規
定
は
す
べ
て
の
丁
男
女
・
次
丁
男
を
封
象
と
し
て
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。

つ
ま
り
、
天
下
の
編
一戸
の
民

に
は
、
占
回
を
基
と
し
た
税
制
(
租
調
〉
の
ほ
か
に
更
に
揺
役
地
租
と
も
見
る
べ
き
課
田
制
が
負
わ
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
雨
者
は
慶
義

の
税
役
と
し
て
併
用
し
て
行
わ
れ
て
い
た
も
の
と
見
て
い
る
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
西
菅
の
田
制
と
税
制
L

参
照
さ
れ
た
い
J

(
史
観
第
七
三
加
〉
を
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す
な
わ
ち
、

「
凡
民
丁
課
回
、
夫
五
十
畝。
」
と
あ
る
の
は
、
音
書
食
貨
志
に
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其
外
、
丁
男
課
回
五
十
畝
、

と
記
さ
れ
て
い
る
も
の
の
う
ち
、

(
次
了
女
?
)

丁
女
二
十
畝
、
次
丁
男
牢
之
、
女
則
不
課
。

そ
の
主
要
な
る

一
部
を
翠
げ
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
(
こ
れ
ら
課
田
の
佃
科
は
、
奮
屯
田
の
佃
科
と
同
じ
く

@
 

「
輿
宮
中
分
」
を
原
則
と
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
)
。

次
の

「収
租
四
朗
・
絹
三
疋

・
綿
三
斤
」
は
、
音
書
食
貨
志
に

男
子
一
人
占
田
七
十
畝
、
女
子
三
十
畝
。

と
あ
る
所
謂
「
占
田
制
」
を
基
と
し
た
税
制
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、

⑫

、

の
占
田
を
基
と
し
て
、
按
戸
徴
収
の
租
が
四
餅
、

一
戸
百
畝
(
七

O
畝

+
三
O
畝
H

一
O
O畝
〉

(
按
戸
徴
収
の
〉
調
が
絹
三
疋

・
綿
三
斤
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

音
書
食
貨
志
の
戸
調
式
の
記
載
|
|
「
丁
男
之
戸
、
歳
職
ニ
絹
三
匹
、
綿
三
斤
「
女
及
次
丁
男
矯
レ
戸
者
、
半

職
。
」
ー
ー
に
よ
り
、
明
ら
か
に
戸
調
で
あ
る
。
従

っ
て
こ
れ
と
並
列
さ
れ
た
「
組
四
削
」
も
ま
た
戸
租
と
解
さ
れ
よ
う
。
ま
た
こ
の
逸
文

の
後
牢
に
「
分
二民
租
一
円
二
削
こ
と
あ
る
の
を
考
え
あ
わ
せ
れ
ば
、
租
も
ま
た
按
戸
徴
収
で
あ
っ
た
こ
と
は
一
一
層
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
前
掲

(
「
絹
三
疋
・
綿
三
斤
」
は
、

の
拙
稿
「
西
晋
の
田
制
と
税
制
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。
)

初
皐
記
所
引
「
菅
故
事
」
は
、
以
上
の
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
次
に
「
諸
侯
に
属
す
る
も
の
」
に
つ
い
て
、

そ
れ
ら
の
佃
科
や
租
調
の

一
部
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を
諸
侯
の
秩
奉
に
あ
て
る
べ
き
次
第
を
述
べ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、

'課
回
か
ら
徴
さ
れ
る
佃
科
の
う
ち
、
畝
ご
と
に
一
斗
(
丁
男
女
の
夫
婦
二
人
を
軍
位
と
し
た

一
家
な
ら
ば
、
課
田
は
七
十
畝
で

⑬
 

あ
る
か
ら

ご

斗
×
七

O
(畝
)
H
七
斜
」
と
な
る
)
を
減
じ
て
諸
侯
を
増
し
、
戸
調
の
う
ち
絹
一
疋
は
こ
れ
を
諸
侯
の
秩
に
あ
て
る
。
ま
た
、

(
占
田
百
畝
を
基
と
し
た
)
戸
租
四
削
の
う
ち
二
削
を
分
っ
て
諸
侯
の
奉
と
す
る
、
と
い
う
方
式
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
残
蝕
の
租
(
課
固
か
ら
徴
さ
れ
る
佃
科
|

|
菅
故
事
で
は
こ
れ
も
亦
「
皆
減
租
穀
畝

一
斗
」
と
「
租
」
と
呼
ん
で
い
る
|
|
の
残

り
と
、
戸
租
の
残
り
二
餅
)
、
及
び
残
齢
の
奮
来
の
調
(
絹
ニ
疋
と
綿
三
斤
〉
は
こ
れ
を
書
き
出
し
て
公
賦
と
し
、

九
回
開
み
な
一
様
に
官
に
験

「
奮
調
絹
二
戸
三
疋
、
綿
三
斤
」
と
あ
る
部
分
は
、
到
底
こ
の
ま
ま
で
は
解
し
難
く
、
こ
の
「
二
戸
三
疋
L

は

と
い
う
の
で
あ
る
。

納
す
る
、



と「
考三
え之

莞@え
L 

.の
誤
り
と
す

""" き
で
あ
.っ
て

「
奮
来
の
調
で
あ
る
絹
三
疋
の
う
ち
の
二
疋
と
綿
三
斤
」
の
意
に
と
る
の
が
最
も
安
嘗
で
あ
る

先
に
、
封
戸
の
う
ち
賓
際
上
諸
侯
の
秩
奉
の
源
泉
と
な
っ
た
戸
数
を
割
り
出
し
て
、
品
秩
第
一
の
鯨
公
の
場
合
は
二
百
戸
、
口
問
秩
第
二
の
鯨

侯
の
場
合
は
百
六
十
戸
、
鯨
伯
は
百
二
十
戸
云
々
と
想
定
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
貫
封
戸
と
、
右
に
見
て
来
た
初
皐
記
所
引

「
菅
故

事
」
に
示
さ
れ
た
諸
侯
の
秩
奉
の
徴
収
方
法
と
を
関
連
さ
せ
て
、
諸
侯
の
秩
奉
額
を
算
出
す
る
と
、
次
の
如
く
に
な
ろ
う
。

品
秩
第
一
の
鯨
公
の
場
合

(
夫
婦
二
人
を
皐
位
と
し
た
二
戸
で
は
)
課
田
七
十
畝
。
畝
ご
と
に
一
斗
を
減
じ
、
以
て
諸
侯
を
増
す
の
で
あ
る
か
ら
、

餅
。
従
っ
て
「
七
餅
×
二
百
(
戸
)
H
千
四
百
刷
所
」

一
戸
あ
た
り
七

(
占
田
百
畝
を
基
と
し
た
〉
戸
租
四
餅
の
う
ち
の
二
斜
。
従
っ
て
コ
一
餅
×
二
百
(
戸
〉
H

四
百
刷
所
」

-71-

故
に
鯨
公
が
奉
と
し
て
受
け
る
べ
き
穀
の
穂
計
は
「
千
四
百
斜
十
四
百
刷
所
H

千
八
百
餅
」

ま
た
秩
は
戸
ご
と
に
絹
一
疋
で
あ
る
か
ら
「
一
疋
×
二
百

(戸
〉
H

二
百
疋
」
と
な
ろ
う
。

品
秩
第
二
の
懸
侯
の
場
合

「
七
餅
×
百
六
十
(
戸
〉
H

千
百
二
十
餅
」

「
二
餅
×
百
六
十
(
戸
)
H
三
百
二
十
餅
」

故
に
鯨
侯
の
牽
は
「
千
百
二
十
餅
十
三
百
二
十
餅
H

一
千
四
百
四
十
餅
」

(
品
秩
第
二
の
開
園
侯
以
下
の
秩
は
、
次
康
二
年
ま
で
は
支
給
さ
れ
て
い
な
か

司
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
の
ち
に
燭
れ

る
。
)
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以
上
が
、
筆
者
の
推
論
に
よ
る
諸
侯
の
秩
奉
額
の
計
算
で
あ
る
が
、
菅
書
巻
二
十
四
職
官
志
を
見
る
と



192 

諸
公
、
及
開
府
位
従
レ
公
者
、
口
問
秩
第
一

、
食
ニ
奉
目
玉
餅
吋
太
康
二
年
、

又
給
ニ
絹
春
百
匹
、
秋
絹
二
百
匹
、
綜
二
百
斤
吋

と
あ
り
、

ま
た

特
進
、
品
秩
第
二
・
・:・
。
食
ニ
奉
日
四
餅
吋
太
康
二
年
、
始
賜
エ春
服
絹
五
十
匹
、
秋
絹
百
五
十
匹
、

綜
一
百
五
十
斤
吋

と
あ
る
。

品
秩
第
一

の
諸
公
の
場
合
、

「
食
奉
日
五
餅」

で
あ
る
か
ら
、
年
奉
は
千
八
百
餅
で
あ
り
、

先
程
、

初
皐
記
所
引

「菅
故
事
」
よ
り
推
定
し

た
額
と
一
致
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
品
秩
第
二
の
場
合
は

「食
奉
白
四
刷
所
」
で
あ
る
か
ら
、
年
奉
は
千
四
百
四
十
餅
と
な
り
、
こ
れ
ま
た
前

越
の
開
園
鯨
侯
の
計
算
と
符
合
す
る
の
で
あ
る
。

な
お
豚
伯
以
下
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
も
の
も
開
園
鯨
侯
同
様
、
口
問
秩
第
二
と
さ
れ
て
い
る
が
、
秩
奉
額
な
ど
賓
際
上
の
待
遇
で
は
差
等

が
設
け
ら
れ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
通
典
巻
三
十
七
職
官
十
九
秩
品
三
を
見
る
と
、

「
陳
官
ロ
問
」
の
項
で
は
、
郡
王
が
第
一

品、

開
園

郡

・
豚
公
爵
が
第
二
口
問
、
開
園
豚
侯
霞
が
第
三
口
問
、
開
園
腕
伯
倭
が
第
四
品
、

開
園
鯨
子
爵
が
第
五
品
、

開
園
照
男
爵
が
第
六
品
と
な

っ
て
お

(
開
園
牒
公
傷
が
従
一
品
〉
、
開
園
牒
侯
霞
が
第
二
品
、
開
園
鰐
伯
爵
が
第
三
品
、

り

「
後
貌
百
官
」
の
項
で
は
、
開
園
郡
公
爵
が
第
一
口
問
、
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開
園
照
子
霞
が
第
四
品
、
開
園
鯨
男
倭
が
第
五
口
問
と
あ
る
。

「北
斉
職
品」

や
「
惰
官
品
令
」
の
項
に
も
(
若
干
の
異
同
は
あ
る
が
)
略
ヒ
同

様
の
序
例
が
見
え
、
開
園
(
鯨
)
伯
爵
が
正
三
品
、
開
園
(
鯨
〉
子
霞
が
正
四
品
、
開
園
(
照
)
男
爵
が
正
五
品
で
あ
る
。
宋

・
斉
・
梁
な
ど

は
、
秩
品
の
項
に
五
等
霞
の
記
載
が
な
い
が
、
巻
三
十

一
職
官
十
三
歴
代
王
侯
封
爵
の
項
を
見
る
と
、
「
梁
封
爵
亦
如
一一
音
宋
之
制
こ

と
あ
っ

て
、
そ
の
下
文
に

五
等
諸
公
、
位
覗
一
ニ
ニ
公
「
班
ニ
次
之
吋
開
圏
諸
侯
、
位
親
ニ孤
卿
重
競
将
軍
・
光
融
大
夫
「
班
-一
次
之
吋
開
圏
諸
伯
、
位
覗
ニ
九
卿
「
班
ニ次

之
吋
開
圏
諸
子
、
位
覗
三
一
千
石
「
班
=
次
之
吋
開
圏
諸
男
、
位
親
ニ
比
二
千
石
「
班
二
次
之
吋

と
あ
る
と
こ
ろ
を
見
れ
ば
、

や
は
り
五
等
唇
の
聞
に
班
位
の
段
階
が
あ
っ

た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
西
菅
の
場
合
、
郡
鯨
公
を
除
い
て
す

べ
て
同
位
と
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
こ
れ
に
も
賞
質
的
に
は
差
等
が
設
け
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
類
推
す
る
所
以
で
あ
る
。
特
に
秩



霊
視
に
お
い
て
は
、
封
戸
の
標
準
敢
に
差
の
あ
る
以
上
、
嘗
然
格
差
が
つ
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
吻

然
ら
ば
鯨
伯
爵
の
場
合
は
品
秩
第
三
待
遇
と
推
定
さ
れ
よ
う
が
、
瓦
自
主
百
職
官
志
を
見
る
と

光
椋
大
夫
、
:
:
:
食
ニ
奉
日
三
餅
吋
太
康
二
年
、
始
給
ニ
春
賜
絹
五
十
匹
、
秋
絹
百
匹
、
鯨
百
斤
吋

と
あ
る
。
光
椋
大
夫
は
通
典
の
「
菅
官
品
」
の
項
に
よ
れ
ば
第
三
品
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
三
品
官
の
奉
は
「
日
に
三
餅
」
で
あ
り
、
年
奉
は

千
八
十
餅
と
な
ろ
う
。
先
の
計
算
方
法
に
よ
っ
て
、
封
戸
数
か
ら
鯨
伯
の
奉
融
を
算
出
す
る
と

「
七
餅
×
百
二
十
(
戸
)
日
八
百
四
十
餅
」

「
二
餅

x
百
二
十
(
戸
)
H
二
百
四
十
餅
」

故
に
豚
伯
の
奉
は
「
八
百
四
十
朗
+
二
百
四
十
剤
H

千
八
十
餅
」

⑮
 

と
な

っ
て
、
職
官
志
に
よ
る
も
の
と
一
致
す
る
の
で
あ
る
。

初
皐
記
に
引
か
れ
た
「
菅
故
事
」
と
は
、
晋
書
巻
三
十
刑
法
志
に

凡
律
令
合
二
千
九
百
二
十
六
僚
、
十
二
高
六
千
三
百
言
、

六
十
巻
。

故
事
三
十
巻
。
泰
始
三
年
、
事
畢
表
上
。
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と
あ
る
も
の
で
あ
る
が
、
惰
書
経
籍
志
に
は
「
菅
故
事
四
十
三
巻
L

と
記
載
さ
れ
て
い
て
、
巻
敷
に
異
同
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
す
で

@
 

に
先
皐
の
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
太
卒
御
賢
巻
八
百
十
二
珍
賓
部
十

一
銀
の
項
に
引
か
れ
た

「菅
故
事
」
に
、
成
帝
の
威
康

元
年

(ωωω
〉
の
記
載
が
見
え
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
晋
故
事
は
最
初
律
令
と
と
も
に
泰
始
三
年

G
S
)
に
三
十
巻
と
し
て
撰
定
さ
れ
た
が
、

ち
次
第
に
加
筆
補
修
さ
れ
て
四
十
三
巻
に
な
っ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

の

と
こ
ろ
で
、
初
夢
記
賓
器
部
絹
の
項
に
引
か
れ
た
「
菅
故
事
」
逸
文
が
、
ど
の
時
黙
で
撰
定
さ
れ
た
菅
故
事
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る

が
、
先
に
拳
げ
た
晋
書
職
官
志
に

諸
公
、
及
開
府
位
従
公
者
、
品
秩
第
て
食
奉
目
玉
餅
。
太
康
二
年
、
叉
給
絹
春
百
匹
・
秋
絹
二
百
匹
・
豚
二
百
斤
。
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と
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
「
太
康
二
年
に
叉
絹
春
百
匹
、
秋
絹
二
百
匹
、

，綜
二
百
斤
を
給
し
た
」
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
初
皐
記
所
引

「
菅
故
事
」

を
基
に
し
た
算
定
に
よ
れ
ば
、
諸
公
の
秩
は
絹
二
百
匹
で
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。

嘗
時
(
西
菅
成
立
の
初
期
)
官
更
の
奉
旅
が
低
く
、
こ
れ
が
震
と
問
題
と
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
は
、
菅
書
巻
一
武
帝
紀
の
泰
始
三
年

九
月
の
僚
に
、
-
訊
問
し
て

古
者
、
以
レ
徳
詔
レ
霞
、
以
レ
庸
制
レ
称
。
難
ニ
下
士
一
治
レ
食
-主
農
「
外
足
ニ
以
奉
レ
公
t
f私
、
内
足

-b
養
レ
親
施
τ
恵
。
今
在
レ
位
者
、
旅
不
レ

代
レ
耕
。
非
レ
所
ニ
以
崇
化
之
本
一
也
。
其
議
レ
増
ニ
吏
俸
吋

と
述
べ
、
官
吏
の
俸
様
の
増
額
に
つ
い
て
討
議
す
る
こ
と
を
命
じ
て
お
り
、
ま
た
同
じ
く
威
寧
元
年
(
N
討
)
の
篠
に

「
以
ニ
奉
緑
薄
「
賜
一
一
公

卿
以
下
鳥
一
有
レ
差
。
」
と
あ
る
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
太
康
元
年

Q
g
)
の
卒
果
に
よ
っ
て
天
下
を
統
一
し
た
の
を
機
曾

奉
稔
を
増
額
し
た
の
は
蓋
し
首
然
の
措
置
で
あ
ろ
う
。

品
秩
第
一
の
諸
公
に
つ
い
て
も
、

太
康
二
年
を
期
し
て
、

秩
を
絹
二
百
疋
か
ら
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「
絹
春
百
匹
、
秋
絹
二
百
匹
、
綜
二
百
斤
」
に
増
額
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
な
お
品
秩
第
二
・
第
三
の
場
合
は

太
康
二
年
、
始
賜
春
服
絹
五
十
匹

・
秋
絹
百
五
十
匹
・
勝
一
百
五
十
斤
。

⑬
 

な
ど
と
あ
る
よ
う
に
、
始
め
て
給
賜
さ
れ
た
の
も
あ
る
か
ら
、
太
康
二
年
の
前
に
は
、
秩
と
し
て
の
絹
綿
の
支
給
は
な
か
司
た
の
で
あ
ろ
う。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
来
る
と
、
初
皐
記
賓
器
部
絹
の
項
所
引
「
菅
故
事
」
は
、
太
康
元
年
の
卒
呉
に
伴
う
秩
奉
の
改
定
以
前
に
、

-

1

恐
ら

く
は
西
菅
初
期
の
泰
始
中

Q
B
l
N記
〉
に
撰
定
さ
れ
た
部
分
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
く
、
或
い
は
泰
始
三
年
の
最
初
の
撰
定
に
な
る
部

分
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
ぬ。

然
り
と
す
れ
ば
、
所
謂
、
占
田

・
課
田
制
が
全
園
的
、
鎧
系
的
に
整
備
さ
れ
た
の
は
太
康
元
年
以
後
で
あ
る
と
し
℃
も
、
そ
の
端
緒
と
な
っ

た
も
の
は
す
で
に
泰
始
中
に
(
或
い
は
ま
さ
に
泰
始
三
年
に
〉
存
在
し
て
い
た
と
い
う
事
に
な
ろ
う
。
曹
隷
の
民
屯
田
を
管
掌
し
て
い
た
典
農

官
底
止
令
が
出
さ
れ
た
の
は
威
照
元
年

Q
E
)
の
事
で
あ
り
、
同
時
に
蓄
屯
国
民
を
一
般
庶
民
同
様
、

⑪
 

と
す
べ
き
こ
と
が
指
示
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
翌
々
年
、

郡
豚
組
織
に
編
入
し
、

つ
ま
り
貌
か
ら
晋
へ
の
調
譲
の
行
な
わ
れ
た
年
の
翌
年
(
泰
始
二
年
〉
に
申
ね
て
農
官

「
均
政
役
」



@
 

を
贋
止
す
べ
き
こ
と
が
令
さ
れ
て
い
る
(
典
農
部
屯
田
の
事
寅
上
の
制
度
的
底
止
は
泰
始
二
年
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
)
。
そ
の
直

後
の
泰
始
中
に
占
田
・
課
田
制
の
端
緒
が
す
で
に
始
ま
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
所
謂
、
占
田
・
課
回
一一
剤
な
、る
も
の
が
、
新
王
朝
の
も
と
、
典
農

部
屯
田
の
制
度
的
贋
止
と
い
う
事
態
の
跡
を
受
け
て
施
行
ざ
れ
た
新
田
制
(
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
上
に
立

っ
た
税
制
)
で
あ
っ
と
こ
と
を
明
ら

か
に
示
し
て
い
る
、
と
考
え
て
差
し
支
え
な
か
ろ
う
。
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註①
天
野
元
之
助
「
西
奮
の
占
田
・
課
田
制
に
つ
い
て
の
試
論
L

究
八
の
九
、
-
九
五
七
)

②
越
智
重
明
「
貌
耳
目
南
朝
の
政
治
と
祉
曾
」
第
二
編
第
四
章
第
六
節
「
園

秩
」
〈
一
九
六
三
〉

①
帝
遁
二
恩
況
勅
吋
詔
日
、
・
:
・
可
τ
以
-
-
郡
公
官
属
一
途
葬
却
(
耳
目
書

倉

三
十
九
王
況
侍
)

①
管
室
田
谷
十
四
地
理
志
上
に
は

其
徐
豚
公
、
邑
千
八
百
戸
、
地
方
七
十
五
里
。
大
図
侯
、
邑
千
六
百

戸
、
地
方
七
十
里
。
次
園
侯
、
邑
千
四
百
戸
、
地
方
六
十
五
里
。
大

圏
伯
、
邑
千
二
百
戸
、
地
方
六
十
里
。
次
園
伯
、
邑
千
戸
、
地
方
五

十
五
塁
。
大
園
子
、
口
巴
八
百
戸
、
地
方
六
十
五
塁
。
次
園
子
、
邑
六

百
戸
、
地
方
四
十
五
里
。
男
、
ロ
巴
四
百
戸
、
地
方
四
十
塁
。

と
あ
り
、
大
圏
・
次
園
の
別
が
見
え
て
い
る
。
同
じ
く
地
理
志
上
に

公
侯
邑
高
戸
以
上
、
震
-
一
大
関
吋
五
千
戸
以
上
、
震
一
次
国
吋

不レ
満ニ

五
千
戸
「
震
-
-
小
国
吋

と
あ
る
の
を
併
せ
考
え
れ
ば
、
豚
公
以
下
す
べ
て
大
圏
や
次
園
に
該
嘗
す

(
人
文
研

而
し
て
、

， 

る
も
の
は
な
い
筈
で
、
些
か
明
ら
が
で
な
く
な
る
の
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
、

こ
の
大
図
・
次
閣
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
制
度
的
な
も
の
で
は
な
く
、
公

侯
伯
子
男
の
標
準
封
戸
数
の
各
段
階
の
聞
に
、
こ
れ
に
準
ず
る
も
う
一

つ

の
段
階
を
設
け
、
次
園
と
呼
ん
だ
と
い
う
程
の
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。
太

卒
御
園
児
所
引

「貌士山」

に
は
男
爵
に
の
み
次
園
が
あ
り
、
E

白
書
で
は
却
っ

て
男
爵
に
次
園
が
な
い
の
は
、

或
い
は
最
初
は
男
爵
に
の
み
次
回
の
制
を

設
け
て
い
た
の
を
、
の
ち
子

・
伯

・
侯
に
も
機
大
し
、
男
爵
に
お
い川て
は

却
っ
て
賓
際
上
次
闘
が
な
く
な
っ
た
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
記
録
が
残
っ

た
も
の
で
あ
!ろ
う
か
。

③

吉

田
虎
雄
「
富
田
の
田
租
及
戸
調
」
(
東
亜
経
済
研
究
二
六
の
三
、

一
九

四
二
)

③

西
嶋
定
生

「貌
の
屯
田
制
」
(
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
一

O
、

一
九
五

六
)

①
鈴
木
俊
「
占
田
・
課
田
と
均
田
制
」
〈
中
央
大
事
七
十
周
年
記
念
論
集

一
九
五
五
)

①
唐
長
講
「
西
耳
目
田
制
試
稗
」
(
「
貌
耳
目
南
北
朝
史
論
叢
」
所
枚
、

五
)
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①

越

智
重
明
前
掲
著
書
(
第
二
編
第
一

章
「
屯
田
の
緩
止
と
税
制
」
第
四

章
「
五
等
間
制
」
)

⑩
「
蜜
」
と
訂
す
べ
き
か
も
知
れ
ぬ
。
明
ら
か
に
し
難
い
。

⑪
耳
亘
書
各
百
九首
都
容
銑
挟
記
に

制
笠
百
雌
-
一道
消
之
世
「
猶
削
--百
姓
「
不
レ
享
一
於
七
八
吋
持
-
一
官
牛
田
一

者
、
官
得
-
一六
分
「
百
姓
得
ニ
四
分
吋
私
牛
而
官
田
者
、
輿
レ
官
中
分
。

百
姓
安
レ
之
、
人
皆
悦
集
。

と
あ
り
、
育
代
に
も
「
六
官
四
民
」
「
五
官
五
民」

の
佃
科
の
行
な
わ
れ

て
い
た
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。
屯
田
の
系
譜
を
継
ぐ
「
諜
田
」
の
徴
牧
率
を

示
す
も
の
で
あ
ろ
う
(
従
っ
て
、
畝
政
政
斜
な
ら
ば
、
徴
牧
す
べ
き
租
額

は
優
に
一
似
を
上
廻
る
と
す
べ
き
で
あ
る
〉
。
な
お
詳
細
は
拙
」
絢
「
西
奮

の
田
制
と
税
制
」
(
史
観
第
七
三
冊
一
九
六
六
〉
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑫

「
男
子
一
人
占
回
七
十
畝
、
女
子
三
十
畝
。」

と
い
う
の
は
、
了
男
女
の
規
定
と
は
閥
り
な
く
、
戸
内
の
男
女
各
一
人
に

各
々
七
十
畝
、
三
十
畝
の
占
有
を
認
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て

一
戸
嘗
り
百
畝
の
「
占
回
」
と
解
さ
れ
よ
う
。
な
お

「.占
回
」
は
殿
密
に

は

「
田
を
占
せ
し
む
」
と
讃
む
べ
き
で
あ
り
、
私
的
な
占
有
地
を
申
告
さ

せ
て
公
認
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
る
(
参
照
制
稿
「
西
育
の
田
制
と

税
制
」
)
。

⑬
「
諸
侯
に
属
す
る
も
の
」
に
つ
い
て
ま
ず
最
初
に
「
皆
減
租
穀
畝
一

斗
。
計
所
減
、
以
増
諸
侯
。
」
と
記
し
て
課
田
の
佃
科
の
一
部
を
諸
侯
に

増
す
べ
き
こ
と
を
説
い
て
い
る
の
は
、
胃
頭
の
課
回
規
定
に
封
隠
す
る
た

め
で
あ
ろ
う
か
。

⑬

コ
一
亡
と
コ

ご
の
誤
潟
の
如
き
は
屡
々
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う

が
、
も
と
も
と
「
絹
戸
三
疋
」
と
書
か
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
謀
ま
っ
て

「
絹
」
「
戸
」
の
間
に
コ
亡
を
挿
入
し
た
と
は
考
え
縫
い
。
私
見
の
こ

と
く
「
戸
」
を
誤
字
と
考
え
、
「
三
」
と

「
一
ご
を
誤
寓
と
見
る
方
が
自

然
で
あ
ろ
う
。

「
三
之
二
」
と
か
コ
ニ
之

ご

と
い
う
用
法
は
古
来
往
々

に
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

な
お
、
先
に
奮
稿
(
「
西
育
の
田
制
と
税
制
」
)
に
お
い
て
、
「
戸
」
を

「
子
」
の
誤
り
で
は
な
い
か
と
注
記
し
て
お
い
た
が
、
本
稿
の
如
く
訂
正

し
た
い
。

⑬

E

日
書
職
官
士
心
に

「
向
書
令
、

:
・
・
食
ニ
奉
月
五
十
制
見
」
と
あ
る
。
通
典

の
「
E
百
官
ロ
叩
」
に
よ
れ
ば
、山
間
書
令
は
第
三
口
問
で
あ
る
。
本
文
に
示
し
た

光
線
大
夫
も
ま
た
第
三
品
で
あ
る
が
、
こ
の
方
の
年
奉
は
千
八
十
餅
で
あ

っ
て
、
同
じ
品
秩
で
も
奉
織
に
差
の
あ
る
場
合
の
あ
っ
た
こ
と
が
こ
こ
で

も
伺
わ
れ
る
。

⑬
な
お
蘇
子

・
男
に
つ
い
て
も
問
機
の
方
法
で
、
そ
れ
ぞ
れ
七
百
二
十

斜
、
三
百
六
十
削
な
ど
と
奉
額
の
推
定
を
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、

品
秩
第
四
以
下
の
も
の
の
食
奉
の
記
載
は
見
え
な
い
の
で
、

こ
れ
を
検
設

す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

⑫

唐

長

部
、
前
掲
論
文
。

⑬

然

り
と
す
れ
ば
、
秩
と
し
て
絹
を
支
給
す
る
旨
を
規
定
し
た

「音
放

事
」
は
、
諸
公
を
基
準
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
開
園
侯

・
伯
の
ご
と
き
は

こ
の
規
定
を
準
用
し
た
も
の
と
解
さ
れ
よ
う
。

⑬

是
政
、
罷
ニ屯
田
官
吋
以
均
ニ
政
役
切
諸
典
農
皆
潟
ニ
太
守
「
都
尉
皆
盛
岡
-
-

令
長
吋
(
貌
志
出
世
田
陳
留
王
紀
威
阻
一
元
年
の
係
)

⑫
罷
-
-
農
官
「
盛
岡
-
一
郡
前
町
(
耳
目
書
轡
三
武
帝
記
泰
始
二
年
の
係
〉

@
西
嶋
定
生
、
前
掲
論
文
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